
 

 

第３期 

長洲町スポーツ推進計画 

（ 素 案 ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年３月 

長洲町教育委員会 



目 次 

 

長洲町スポーツ推進計画の改定にあたって 

 

第１章 第３期長洲町スポーツ推進計画の概要 

１ 計画の性格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1 

２ 計画の期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2 

３ 長洲町スポーツ推進計画の体系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2 

 

第２章 基本構想 

１ 基本理念とめざす姿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3 

２ 基本施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3 

 

第３章 スポーツ推進の具体的方策 

基本施策１ ライフステージに応じたスポーツの推進 

（１）子ども世代のスポーツの推進・・・・・・・・・・・・・・・・・P5 

   （２）成人世代のスポーツの推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・P7 

   （３）高齢者世代のスポーツの推進・・・・・・・・・・・・・・・・・P8 

基本施策２ スポーツによる共生社会の実現 

   （１）ＮＰＯ法人長洲にこにこクラブの育成・支援・・・・・・・・・・P10 

   （２）スポーツを支える人材の育成・・・・・・・・・・・・・・・・・P11 

   （３）「する」スポーツの支援の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・P14 

   （４）スポーツを通した健康増進・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15 

（５）パラスポーツの推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P16 

基本施策３ スポーツ環境の充実と推進 

（１）身近なスポーツ活動の場の提供・・・・・・・・・・・・・・・・P18 

（２）スポーツ施設の整備・拡充・・・・・・・・・・・・・・・・・・P19 

（３）Ｂ＆Ｇ財団及び各種スポーツ団体の連携・・・・・・・・・・・・P20 

（４）スポーツ情報の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P23 

 

第４章 計画の推進に向けて 

１ 実現に向けた各主体の役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P24 

２ 計画の進捗状況の検証と計画の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・P26 

 

第３期長洲町スポーツ推進計画策定に関する審議会委員名簿・・・・・・・・・P27 

 

資料編 

 アンケート調査結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P28 



長洲町スポーツ推進計画改定にあたって 

 

スポーツの価値や社会的役割の重要性が高まる中、国は平成 23年 8月に「ス

ポーツ基本法」を施行し、令和 4年 3月には第 3期スポーツ基本計画を策定しま

した。 

この、第 3期スポーツ基本計画では、東京オリンピック・パラリンピック競

技大会のスポーツ・レガシーを発展させる取組に加え、新たに次の「3つの視

点」が提示されました。 

①スポーツを「つくる／はぐくむ」  

― スポーツを創り出し、育てていくことで、持続的な発展を目指す。 

②「あつまり」、スポーツを「ともに」行い、「つながり」を感じる  

― 世代や立場を超えて人々が集まり、共にスポーツを楽しむことで、社会

的な絆を深める。 

③スポーツに「誰もがアクセス」できる 

 ― 障がいの有無や年齢に関わらず、誰もがスポーツに触れられる環境を 

整える。 

さらに、第 3期スポーツ基本計画では「スポーツによるまちづくり」にも言

及しており、スポーツを楽しみ、振興することにとどまらず、その持つ楽し

さ・感動・共感といった力を積極的に活用し、地域住民の健康増進や地域活性

化、さらには地域経済の課題解決につなげることで、地方創生やまちづくりを

実現するための重要なツールとして位置づけています。 

また、熊本県では、令和 6年 12 月に「熊本県スポーツ推進計画」を改定し

ました。この計画は「スポーツによる人が輝く豊かなくまもとづくり」という

基本理念を引き継ぎ、県民がスポーツを通じて健康で豊かな生活を送れる社会

の実現をめざしています。 

本町では、町民の皆様が「いつでも・どこでも・だれでも・いつまでも」、

そして「する」「みる」「ささえる」といった多様な関わり方の中で、積極的に

スポーツに参加できる環境づくりを進めています。 

これらの取組を通じて、スポーツを通じた健康増進と地域のつながりを深め

ることを目的とし、“スポーツの力”によって「活力ある、明るいまちづくり

の実現を目指し、町民の皆さまとともに歩みを進めてまいります。 

 今後とも、皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 令和 8年（2026 年）3月 

                      長洲町教育委員会 



 

 

 

 

 

じて、生涯にわたって、スポーツを「する」「みる」「ささえる」といった様々な

３期スポーツ基本計画」を踏まえ、本町がめざす生涯スポーツ社会の実現のた

め基本的な方向性を定める計画であり、中・長期的視点に立って本町の実情に

にし、施策の展開に当たっては、町教育振興基本計画との整合性を図りなが

ら、関係機関、スポーツ関係団体等との連携・協働のもと、一体的な取組を推
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町民の理解の推進

基本施策

町民すべてが、年齢や障がいの有無にかかわらず、それぞれの身体状況に応じて

そして、互いに支え合いながら健康で明るく活力ある生活を実現し、スポーツを

通じて地域全体が元気になることをめざします。 

共生社会の実現

町民の参加の推進

基本施策
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町民すべてが、年齢や障がいの有無にかかわらず、それぞれの身体状況に

応じて日常生活の中でスポーツに親しみ、楽しさや感動を共有できる環境を

そして、互いに支え合いながら健康で明るく活力ある生活を実現し、スポ

 

 

 

 

明るく豊かで、活力のある生活を営むために、それぞれの興味、目的、適正

等に応じて、また、スポーツを特別なことととらえずに、日常生活の中で自

って、スポーツの価値を享受し、町民がスポーツに親しむ機運をより一層高

 

 

活力ある・明るいまちづくり
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スポーツ施設の整備・充実と町民のスポーツ活動を支える支援体制の整備は

ために実態把握を行い、町民が日常的に誰もがスポーツ活動に親しみやすい環

境づくりに努めます。また、社会状況の変化や多様化する町民のニーズに対応

するため、運動・スポーツの推進に係る行政組織間の連携や健康・体力づくり

4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本では、幼児期の運動習慣形成に向けて文部科学省やスポーツ庁

親子で運動する機会が多いほど総運動時間や社会性が高い傾向があり

ます。これは保護者の意識や行動が大きく影響することを示していま

今後は子どもたちの体力状況を継続的に把握し、実態に即した効果

施策の現状と課題

 

ーツの力”で活力ある・明るいまちづくり」に取り組んでいき
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〇

スポーツ活動を通した

具体的な施策内容
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洋体験、ビーチクリーンを通じた環境学習など、体験を通じて海の

どの個人競技に対するニーズが高まっています。天候に左右され

ず、年齢や体力に関係なく楽しめるこれらの競技は、健康づくりや

仲間づくりにもつながります。そこで、誰もが気軽に利用できる初

心者向けの教室、地域大会の開催などを通じて、スポーツを身近に

 

 

した状況を踏まえ、手軽で効果的に取り組めるスポーツ活動の推進が

町民が生涯にわたり健康や体力を維持・向上できるよう、特に実施

率の低い「働き盛り世代」や「子育て世代」への働きかけを強化する

 

 

 

施策の現状と課題

具体的な施策内容

7



 

 

 

 

 

 

施策の現状と課題

具体的な施策内容
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う、健康づくり・体力づくりへの意識を高めるとともに、自分の
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 平成２０年６月、総合型地域スポーツクラブとして「長洲にこにこクラブ」

が設立され、平成２７年２月ＮＰＯ法人取得、平成２８年度から総合スポーツ

センターの指定管理者（共同体）として、町内になくてはならない組織となっ

ています。教室は１６のプログラム（バスケットボール、剣道、サッカーなど）

を実施しており、また、イベントも多く取り入れ町民に愛される組織をめざし、

スポーツを核に町民の「ひとづくり」「まちづくり」「いきがいづくり」の推進

に力を入れています。 

令和３年度から令和７年度にかけて、会員数は増加傾向にありますが、会員

の少ない高校生から５０歳代へのアプローチが必要です。また、財源や指導者、

スタッフの確保などクラブの自主運営に向けた課題も多く、行政のパートナー

としての存在が強固なものになるために、今後も継続した支援が必要です。 
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長洲にこにこクラブ年齢構成別の会員数の推移

令和7年 令和6年 令和5年 令和4年 令和3年

「する」「みる」「ささえる」といった様々な形で、「いつでも・どこでも・

だれでも・いつまでも」町民の誰もが参加できる生涯スポーツ社会の実現に

向けた環境整備を推進し、スポーツ参画人口が広がる町として、スポーツを

。 
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◆クラブの周知・加入促進 

〇 町民スポーツアンケート調査結果では、75.4%と高い認知度になってい

ますが、クラブの認知度をもっと高めていく必要があります。このため、

各種行事の開催時など、様々な機会を活用しながら、ＳＮＳ等も駆使し、

周知と加入促進を図ります。 

◆自立的なクラブ運営の促進 

〇 「持続可能な総合型地域スポーツクラブの推進に向けた取組の指針と

評価指標」等を活用し、PDCAサイクル※２による運営改善を図ることで、

自立的かつ安定したクラブ運営が実現できるよう支援します。 

◆町におけるスポーツを通した活性化 

〇 子どもから高齢者まで幅広い人々が、多彩なスポーツ活動を楽しむこ

とができるように、多種・多様なスポーツプログラムの開催を支援しま

す。スポーツを核としたコミュニティづくりをめざした公益性のある団

体として町民の誰もが認めるクラブとなるよう支援します。 

〇 クラブの質的充実等を促進するために会員数の増加に努めなければな

りません。そのために中学校部活動の地域展開による若年層の会員増加

をさらに行政と連携して必要な取組を進めていきます。 

 

 

 

 

スポーツが文化として人々の生活に根付くためには、スポーツ参画人口の拡

大が求められています。スポーツ参画人口には、「する」「みる」「ささえる」が

挙げられますが、とりわけ「ささえる」については停滞しているのが現状です。 

町スポーツ協会や町スポーツ推進委員等の関係団体と連携を図り、広く町民

に対してスポーツボランティアの参加を呼びかけ、スポーツ時の指導、各種ス
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ポーツイベントの運営スタッフ等、各種スポーツ活動に応じた人材を育成する

とともに、適時適切に関わることができる体制づくりも必要となります。 

 

◆長洲町スポーツ推進委員  

   スポーツ基本法第３２条において、スポーツ推進委員は、地域のスポー

ツ推進体制の重要な部分を担うものとして位置づけられており、本町では

１５人を委嘱しています。 

   活動内容としては、実技指導や町教育委員会が実施するスポーツ事業の

企画・立案・運営等の業務を行っています。今後も、スポーツ推進のため

の事業実施に係る連絡調整（コーディネーター）、スポーツ等の実技指導（イ

ンストラクター）、スポーツに関する指導助言（アドバイザー）の活躍が求

められます。 

玉名管内各地区のスポーツ推進委員数（令和７年度） 

荒尾市 ： ３９人 長洲町 ： １５人 南関町 :  ８人 

和水町 ： １７人 玉東町 ：  ５人 玉名市 : ６１人 

 

◆長洲町スポーツ協会 

   長洲町スポーツ協会は、競技スポーツとレクリエーションスポーツを推

進し、町民の健全な心身の育成と明るく豊かな町民生活の形成に寄与し、

関係団体の発展と相互の親睦、連携を図ることを目的とした組織です。 

現在１４の競技団体が所属していますが、会員数の減少といった課題が

見られます。今後は、さらなる効率的な運営体制の構築と、町民サービス

の向上を図るため、関係団体との統合を進めることにより、組織間の連携

強化、事業の一体的推進、資源の有効活用が可能となり、より幅広い世代

がスポーツに親しめる環境づくりをめざします。町全体のスポーツ推進を

総合的に支える中核組織として、地域コミュニティの活性化にも寄与して

いきます。 

長洲町スポーツ協会の加盟団体と構成人数（令和７年度） 

1 女子バレーボール ： ２２人 8 ソフトボール    ：  ９人 

2 卓球       ： １３人 9 弓道        ： １３人 

3 剣道       ： １７人 10 軟式野球      ： ２３人 

4 バドミントン   ： ２３人 11 ビーチボールバレー ： １１人 

5 サッカー     ： １２人 12 グラウンドゴルフ  ： ４１人 

6 ソフトテニス   ： ２０人 13 男子バレー     ： １４人 

7 テニス      ： ３６人 14 水泳        ： １３人 
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◆スポーツ推進委員の資質の向上 

〇 時代の変化に対応できるためにも、スポーツ推進委員一人ひとりの意

識改革と研修のあり方を見直し、これからスポーツ推進委員が住民の期

待に応え得るためにも、住民や関係団体との連携・協働を図り、個人と

しても組織としても自主性の向上につながる実践を進めます。 

〇 スポーツ推進委員自身の資質向上はもとより、スポーツ推進委員に課

せられた任務を正しく理解し、その任務を遂行する人材を委嘱するとと

もに、地域住民の認知度も高めていきます。 

◆地域スポーツ指導者の育成 

〇 地域スポーツの推進に携わる関係者の資質の向上を図るととともに、

地域におけるスポーツ環境の整備・充実のため、指導者としての人材を

確保し、地域スポーツ指導者を増やしていきます。 

◆スポーツボランティアの育成 

〇 スポーツイベント開催に伴うスポーツボランティアへの呼びかけや研

修会の情報提供を行い、スポーツを「ささえる」活動への機運が高まる

よう進めていきます。 

  〇 町のホームページや広報紙を活用して、スポーツボランティアの活動

内容や募集情報を紹介しながら、ボランティア未経験者への動機づけや

意識啓発を図り、ボランティア活動への参加者を開拓・拡大します。 

◆高等教育機関との連携 

〇 スポーツの分野で高等教育機関と連携することは、競技力の向上だけ

でなく、地域の活性化や人材育成にもつながります。高等教育機関が持

つ専門的な知識や最先端のトレーニング理論を活用することで、より効

果的な指導や環境づくりが可能になります。また、学生アスリートが地

域のスポーツイベントや教室に参加することで、子どもたちの憧れとな

り、スポーツへの関心を高めるきっかけにもなります。指導者の派遣や

研修の実施、プログラム開発支援などを通じて、高等教育機関との連携

を図っていきます。 
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(３)「する」スポーツの支援の充実 

 

 

本町における競技スポーツは、町スポーツ協会を中心として、その加盟団体

が各種競技大会への参加や大会を開催する等、連携を図りながら進めてきまし

た。 

しかし、競技人口の減少とともに、加盟団体における会員の高齢化や減少な

どが進み、活動の活性化が課題となってきています。 

また、ジュニア期から一貫した指導体制の整備を図るとともに、指導者の養

成・確保といった取組も必要となっています。 

 

 

 

 

◆競技者・指導者の育成環境づくり 

〇 町スポーツ協会やＮＰＯ法人長洲にこにこクラブ及び各種スポーツ団

体等との連携を図りながら、優秀な指導者によるスポーツ教室・実技講

習会を開催し、競技者人口の拡大に努め、優れた素質のある競技者を発

掘・育成します。 

〇 中学校でも小学生の時期に取り組んでいる競技が継続できるよう町ス

ポーツ協会やＮＰＯ法人長洲にこにこクラブ及び各種スポーツ団体等に

おいて、一貫指導を受けられる環境の整備に努めます。 

〇 多くのスポーツ環境を整えることで、そこに関わる多くの指導者を確

保しながら育成と資質の向上を図ることを意識したスポーツ活動を推進

します。 

◆長洲町文化・スポーツ振興基金（仮称）の設立 

 〇 各種競技大会において優秀な成績を収め、全国大会に出場する選手お

よび団体に対する支援を充実させるため、「長洲町文化・スポーツ振興基

金（仮称）」を設立します。本基金により、文化・スポーツ活動の更なる

振興を図り、地域の活力向上と将来を担う人材の育成につなげます。 

◆全国大会等の各種競技大会参加への支援 

 〇 県内外で開催される各種競技大会において優秀な成績を収め、全国大

会に出場する選手および団体に対する奨励金の交付を通じて、支援の拡

14



充を図ります。 

◆優秀なスポーツ選手等の表彰 

〇 全国大会等で優秀な成績をおさめた個人、団体や地域のスポーツ推進

に貢献した個人や団体等を表彰することにより、より一層のスポーツの

推進を図ります。 

町広報紙や町ホームページ等を活用することで、町民への広報と興味・

関心を高めるためのものにしていきます。 

 

（４）スポーツを通した健康増進 

 

 

国民医療費が年間４８兆円を超え、高齢化等により更なる拡大が予想される

中、スポーツによる医療費抑制に係る研究結果は多く報告されており、スポー

ツによる健康増進に対する期待は高まっています。 

しかし本町では、スポーツによる健康増進の効果を高めるための各種事業に

おいて、好事例の成果活用や効果的な情報発信・展開が十分とはいえない状況

にあります。今後も、健康づくりのためのスポーツ促進に向けて、関係部署と

連携しながら取り組みを進めてまいります。 

 

 

 

  

今回実施したアンケート結果において、運動をする目的として最も多かった

のが「健康的な体をつくる」で、続いて「運動不足を解消する」といった回答

となっています。 

 このようなことから、ニーズに応えられるようなプログラム、環境の充実、

情報の発信を図ります。 

◆くまもとスマートライフプロジェクトの推進 

○ 健康で元気に楽しい毎日を送ることができることを目標とした「くま

もとスマートライフプロジェクト」を推進し、日々の暮らしの中で気軽

に体を動かす町民が増えるよう、「くまもとスマートライフアプリ（くま

モン歩数計アプリ）」等を活用した健康づくりの普及・啓発を進めます。 

◆地域資源を活かす等、多様な視点からのアプローチ 

〇 長洲町のシンボル施設「金魚と鯉の郷広場」等の公共施設において、

15



人々の趣味や特技等を好みに合わせて、いろいろな視点で楽しめるスポ

ーツ活動を計画していきます。 

◆表現活動の推進 

〇 ダンスや吹奏楽などの表現活動の支援に力を入れていきます。子ども

から大人まで、音楽や身体表現を通じて自己を表現し、仲間とつながる

場をつくることで、創造力や協調性を育みます。発表の機会や練習環境

の整備を進め、地域全体で表現活動を応援する風土を育てていきます。

スポーツや自然体験とあわせて、多様な活動が調和する地域づくりをめ

ざします。 

 

 

ポーツの推進は地域社会の活性化に資するものであり、積極的に取り組む必要

答が多く寄せられており、パラスポーツに取り組める環境の整備が課題となっ

 

 

 

援します。また、町主催のスポーツ行事へ参加しやすい機会の拡充に努め

施策の現状と課題

具体的な施策内容
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指導者協議会など関係団体の協力を得ながら障がいのある人が参加できる

長洲町身体障害者福祉協議会やＮＰＯ法人長洲にこにこクラブ、社会福祉
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スポーツ施設や学校体育施設は、町民の日常的なスポーツ活動や健

また、地区公民館（介護予防拠点施設）では、高齢者向けの健康運動

などを通じて健康増進を図る取組が進む一方、依然としてスポーツに

こうした方々へも効果的に働きかけ、誰もがスポーツに親しめる環

誰もが安全かつ快適にスポーツに取り組めるよう、長洲町総合スポ

また、地区公民館（介護予防拠点施設）やウォーキングコースなど、

身近で気軽に利用できる場を活用し、町民が楽しみながらスポーツに

さらに、町民がスポーツに関する情報を容易に入手できるよう、町

内で実施される活動の情報を収集する体制を整えるとともに、「広報

これらの取組を通じて、町民の健康増進と交流促進に資する、より
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ポーツ施設です。そのため、引き続き小中学校と連携し、施設の

また、利用者の皆様の利便性向上を図るとともに、多様なスポ

が気軽に参加しやすい活動です。そのため、現在スポーツをし

ていない方やこれから始めたい方を対象に、スポーツ推進委員

組として、レクリエーション活動や健康づくりをテーマとした

に応じ、スポーツ大会や施設、地域の活動、健康づくりに関す

 

施策の現状と課題

 

 

19



 

 

い施設を目指し、地域のにぎわいや人と人とのつながりを生み出

が安心して利用できる“身近なコミュニティの中心”として、これ

からのまちづくりに貢献する施設へと生まれ変わらせていきま

本制度のもと、民間のノウハウを活用して「各種スポーツ教室の

開催」「きめ細やかなサービスの提供」「利便性と満足度の向上」と

今後も指定管理者と緊密に連携し、利用者数の拡大と適切な管

 

 

 

 

社会状況の変化や多様化する町民のスポーツニーズに対応するため

には、行政組織間の連携と、健康づくりや競技力向上を担うスポーツ

しかし、本町においても少子高齢化を背景に、学校運動部活動の維

持が困難になりつつあるほか、各種団体では指導者・後継者不足や会

 

具体的な施策内容  
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こうした状況下では、各団体が単独で活動を続けるだけでは組織の

維持・発展は困難です。今後は、複数の関係団体が連携・協働し、互

 

 

 

 

連携・協働を強化するため、定期的な情報交換や合同研修会など

を通じて、各組織の役割分担を明確にした組織横断的な推進体制

や総合型地域スポーツクラブなどのスポーツ団体、さらに観光協

会や商工団体などの民間団体が一体となった「長洲町版地域スポ

活動することで、単なるスポーツイベントの運営にとどまらず、

設立される組織です。地方公共団体、スポーツ団体、観光団体、商工団体、大学、企業など

が一体となり、スポーツイベントや合宿の誘致、地域住民の健康増進、観光振興などを推進

①青少年の健全育成に関する事業、②幼児から高年齢者までの心身の健康づくりに関する事
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スポーツ協会は、スポーツを通じた町民の体力向上と、健康

また、協会は「各種競技会や講習会の開催」「加盟団体の育成

強化」「役員・選手の派遣」など、多岐にわたる事業を展開して

そのため、これらの事業を効率的に推進し、その成果を的確

本町のスポーツ推進委員会は、スポーツ基本法に基づき、教

のための事業実施に係る連絡調整やスポーツの実技指導、スポ

そのため、研修会の開催などを通じて委員の資質向上と活動

ツの推進を通じて、児童生徒の心身の健全な育成と競技力向上

今後も児童生徒のスポーツ環境を整備・充実させるととも

に、生涯にわたってスポーツに親しむ人材の育成や競技者の支

援といった観点から、スポーツ協会、スポーツ推進委員、ＮＰ

の関係団体との連携を強化します。これにより、地域の指導者

を活用するなど、各団体が相互に機能を高め合う協力体制の構

障がいのある方のスポーツ・レクリエーション活動を普及さ

せるため、関係団体と連携して積極的に情報を共有し、参加機
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  スポーツを推進するためには、その魅力や意義、地域のスポーツ

環境（ハード・ソフト両面）といった情報を、町民に正しく伝える

今後は、町民一人ひとりがスポーツの主体であることを踏まえ、

といった多様な関わり方に対応した情報を発信することが重要で

す。これにより、町民の興味・関心を喚起し、自発的なスポーツ活

。

ちづくり」の実現と、生涯スポーツ社会の構築に向け、スポ

ーツに携わる全ての町民に本計画の目標や内容が深く浸透す

町内で活動するスポーツ団体やサークルの紹介、各種運動教室の

案内、気軽に運動できる環境の情報などを積極的に提供し、内容の
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本計画に掲げたスポーツ推進の目標、基本方針を実現するため

今後は、これら関係機関や団体との役割分担や連携・協働のも

と、長洲町のスポーツの推進に向けて計画を進めていきます。  
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関係団体等   

 

 

・スポーツに関わる活動支援や行政

・スポーツをする場や機会の提供  

 

体育的行事の充実  

 

・スポーツ活動への高齢者や障がい

での気軽に参加できる運動教室の

開催及び参加促進  

るまちづくり」という公益活動の推進

 

 

活動への参加促進

 

生きがいづくり

 

・施設の維持管理、有効利用やスポ

ーツをする場及び機会の提供  

計画的な事業の推進を図ります。  
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計画の進捗管理にあたっては、関係団体や各課と密に連携し、具体

的な方策の成果と課題を共有します。その結果を次年度以降の取組

に反映させることで、継続的な改善を図ります。  

 

 

 

イラスト・写真  

 

 

 

イラスト・写真  
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役 職 所 属 団 体 氏 名 

委 員 長 九州看護福祉大学 平﨑 和雄 

副委員長 長洲町青少年育成町民会議 吉田 一明 

委  員 長洲町スポーツ協会 林  博 

委  員 長洲町スポーツ推進委員協議会 恒松 大地 

委  員 長洲中学校校長 田中 良幸 

委  員 長洲町ＰＴＡ連合会 西山 利史 

委  員 NPO法人長洲にこにこクラブ 橋垣 真美 

委  員 長洲町身体障害者福祉協議会 濱口 直幸 

委  員 株式会社 ＬＩＸＩＬ 田上敬二郎 

委  員 NPO法人 A-lifeなんかん 西田 由実 

 

27



 

 

28



29



30



31



32



3 5

33



3 1 2
1 1 3

30 60

34



35



36



37



38



39



40



 

7 1 3  

2  

41



42



43



44



45



46



47



48



 

 

  

49



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


